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　市と子育てネットワークわ・わ・わ（話・和・
輪）では、乳幼児を持つ親どうしが悩みや関
心ごとを話し合うことで、子育てを学び合う
講座「完璧な親なんていない」ノーバデイズ
パーフェクトプログラム（ＮＰ）の参加者を
募集します。
　参加料は無料で、講座の実施中は託児も行
います。
●対　象＝就学前までの子どもを持つ母親
で、全講座に参加できる人。
●と　き＝平成24年１月20日㊎から同年３
月９日㊎までの毎週金曜日、時間は午前10

時から正午まで（全８回）。
●ところ＝本渡北公民館（今釜町）。
●定　員＝12人（応募者多数の場合は抽選）。
●申込方法＝12月27日㊋（木・日曜日を除
く午前10時から
午後５時まで）ま
でに、電話でわく
わく本渡児童館へ
お申し込みくださ
い。

子育てを学び合う講座

【問い合わせ先】わくわく本渡児童館☎㉗0909

浄化槽をご利用の皆さんへ浄化槽をご利用の皆さんへ浄化槽をご利用の皆さんへ浄化槽をご利用の皆さんへ

 【問い合わせ先】天草保健所・衛生環境課☎㉓0172

＝浄化槽は維持管理が大切！＝
　浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を
処理する装置ですので、微生物が活動しやす
い環境を保つように維持・管理を行うことが
大切です。
　浄化槽の維持・管理は、①保守点検②清掃③
法定検査に分かれますが、浄化槽法ではそれ
ぞれを定期的に実施することが義務付けられ
ています。

①保守点検
　　浄化槽のいろいろな装置が正しく働いて
いるかを点検し、装置や機械の調整・修理、
消毒剤の補給などを行います。

②清　掃
　　清掃は、浄化槽内に溜まった汚泥等を抜
き取り、機械類の洗浄などを行います。

③法定検査
　　法定検査は、浄化槽が適正に維持・管理
されているか、放流された処理水が法令に
基づく水質基準を満たしているかを検査す
るものです。

　　浄化槽の使用開始後３～８カ月の間と、
その後は１年に１回、県知事が指定した検
査機関（公益社団法人・熊本県浄化槽協会）
の実施する法定検査を受けてください。

※法定検査を受けていない人に対しては、県
から受検のお願い文書を送付します。

参加者募集！

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険

事
業
計
画（
案
）へ
の
意
見
募
集

　
「
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介

護
保
険
事
業
計
画
（
案
）」
に
つ

い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見

を
募
集
し
ま
す
。

　

な
お
、
同
計
画
（
案
）
は
本
庁
・

高
齢
者
支
援
課
ま
た
は
牛
深
支

所
・
市
民
福
祉
課
、
そ
の
他
の
支

所
・
総
務
市
民
課
の
ほ
か
、
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

▼
募
集
期
間
＝
12
月
１
日
㊍
か
ら

平
成
24
年
１
月
４
日
㊌
ま
で
。

▼
提
出
方
法
＝
ご
意
見
を
ま
と
め

た
も
の
（
様
式
は
自
由
）
に
、

住
所
・
氏
名
を
記
入
し
、本
庁
・

高
齢
者
支
援
課
へ
提
出
（
持
参

の
場
合
は
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、

年
末
年
始
を
除
く
）
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
ご
意
見
が
案
の

ど
の
部
分
に
対
す
る
も
の
か
、

を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

な
お
、
電
話
や
口
頭
に
よ
る

ご
意
見
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
。
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Ｘ
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５
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kaigo@
city.am

akusa.lg.jp

※
詳
細
は
本
庁
・
高
齢
者
支
援
課

介
護
給
付
係（
内
線
１
１
９
２
）

へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

10
月
か
ら
の
子
ど
も
手
当
の
受

給
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
受

給
し
て
い
た
人
も
含
め
、
支
給
要

件
に
該
当
す
る
す
べ
て
の
人
の
申

請
が
必
要
で
す
。

　

ま
だ
申
請
が
済
ん
で
い
な
い
人

は
、
本
庁
・
子
育
て
支
援
課
ま
た

は
牛
深
支
所
・
市
民
福
祉
課
、
そ

の
他
支
所
・
総
務
市
民
課
で
受
け

付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
必

要
書
類
を
持
参
の
う
え
早
め
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
24
年
３
月
30
日
㊎
ま
で
に

申
請
が
な
い
場
合
は
、
10
月
ま

で
さ
か
の
ぼ
っ
た
支
給
が
受
け

ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間
＝
月
曜
か
ら
金
曜
日

ま
で
の
午
前
８
時
30
分
か
ら
午

後
５
時
15
分
ま
で
（
祝
日
、
年

末
年
始
を
除
く
）。

※
詳
細
は
本
庁
・
子
育
て
支
援
課

子
ど
も
福
祉
係
（
内
線
１
１
７

５
）
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

12
月
１
日
現
在
で
、
新
た
に
選

挙
人
名
簿
に
登
録
し
た
人
の
名
簿

を
縦
覧
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
名
簿
の
登
録
に
異

議
が
あ
る
人
は
、
縦
覧
期
間
内
に

本
庁
・
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

へ
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
対
象
＝
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
人
①
12
月
１
日
現
在
で
満

20
歳
以
上
の
人
②
９
月
１
日
ま

で
に
本
市
で
住
民
票
が
作
成
さ

れ
た
人
で
、
引
き
続
き
市
内
に

住
所
が
あ
る
人
。

▼
縦
覧
期
間
＝
12
月
３
日
㊏
か
ら

同
７
日
㊌
ま
で
。

▼
縦
覧
場
所
＝
本
庁
・
選
挙
管
理

委
員
会
事
務
局
。

※
詳
細
は
本
庁
・
選
挙
管
理
委
員

会
事
務
局
（
内
線
１
１
６
２
）

へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
の

登
録
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

▼
資
格
＝
試
験
合
格
者
ま
た
は
更

新
講
習
受
講
者
で
欠
格
事
由
に

既
設
の
「
冷
蔵
倉
庫
」
用
建
物
の

評
価
額
計
算
方
法
が
変
わ
り
ま
す

子
ど
も
手
当
の
制
度
移
行
に

伴
う
申
請
に
つ
い
て

選
挙
人
名
簿
を

　
　
　
　
　

縦
覧
で
き
ま
す

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
の

　
　
　
　

  

登
録
申
請
を
受
付

該
当
し
て
い
な
い
こ
と
。

▼
受
付
期
間
＝
12
月
1
日
㊍
か
ら

同
20
日
㊋
ま
で
。

▼
申
請
方
法
＝
本
庁
・
下
水
道
課

（
本
渡
浄
化
セ
ン
タ
ー
内
）
に

備
え
付
け
の
申
請
書
に
、
必
要

事
項
を
記
入
し
関
係
書
類
を
添

え
て
、〒
８
６
３

－

０
０
１
３

市
内
今
釜
新
町
３
５
４
３　

天

草
市
役
所
・
下
水
道
課
へ
郵
送

ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い

（
持
参
の
場
合
は
、
月
曜
か
ら

金
曜
日
ま
で
の
午
前
８
時
30
分

か
ら
午
後
５
時
ま
で
）。
申
請

書
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
取
得
で
き
ま
す
。

※
詳
細
は
本
庁
・
下
水
道
課
施
設

管
理
係
（
本
渡
浄
化
セ
ン
タ
ー

内
）☎
㉓
３
４
９
８
へ
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

　

償
却
資
産
と
は
土
地
・
家
屋
以

外
の
事
業
用
の
資
産
の
こ
と
で
、

そ
の
減
価
償
却
費
（
額
）
は
所
得

税
法
ま
た
は
法
人
税
法
に
よ
る
所

得
の
計
算
上
、
必
要
経
費
ま
た
は

損
金
に
算
入
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

償
却
資
産
を
持
っ
て
い
る
人

は
、
１
月
１
日
現
在
の
償
却
資
産

の
状
況
を
毎
年
１
月
31
日
ま
で

に
、
償
却
資
産
が
所
在
す
る
市
町

村
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
申
告
に
備
え
て
、
資
産
の
名

称
や
数
量
、
取
得
年
月
、
取
得
金

額
、
耐
用
年
数
な
ど
を
早
め
に
整

理
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
申
告
す
る
と
き
は
、
法

人
は
固
定
資
産
台
帳
や
法
人
税
申

告
書
な
ど
を
も
と
に
、
個
人
は
所

得
税
の
申
告（
確
定
申
告
）に
お
け

る
減
価
償
却
明
細
や
固
定
資
産
を

管
理
し
て
い
る
帳
簿
な
ど
を
も
と

に
、
そ
れ
ぞ
れ
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
対
象
者
に
は
申
告
書
類

を
12
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

新
た
に
申
告
が
必
要
と
な
る
人

で
、
申
告
書
が
な
い
場
合
は
送
付

し
ま
す
の
で
、
本
庁
・
固
定
資
産

税
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※

詳
細
は
本
庁
・
固
定
資
産
税
課

固
定
資
産
税
係
（
内
線
１
１
５

２
）
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

固
定
資
産
評
価
基
準
の
改
正
に

よ
り
、
こ
れ
ま
で
一
般
倉
庫
と
同

じ
計
算
方
法
で
評
価
額
を
算
出
し

て
き
た
「
冷
蔵
（
低
温
）
倉
庫
」

用
建
物
に
つ
い
て
は
、
平
成
24
年

度
か
ら
評
価
額
が
早
く
減
少
す
る

新
し
い
計
算
方
法
で
算
出
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

▼
対
象
の
要
件
＝
●
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
や
鉄
骨
造
な
ど
、
木

造
以
外
の
倉
庫
用
建
物
で
あ
る

●
冷
蔵
設
備
に
よ
っ
て
倉
庫
内

の
保
管
温
度
が
常
に
10
度
以
下

に
保
た
れ
て
い
る
●
1
棟
の
建

物
内
に
事
務
所
や
工
場
な
ど
冷

蔵
倉
庫
以
外
で
使
用
し
て
い
る

部
分
が
あ
る
場
合
、「
冷
蔵
倉
庫
」

部
分
が
床
面
積
の
50
％
以
上
と

な
っ
て
い
る
。

※
業
務
用
冷
蔵
庫
な
ど
を
設
置
し

て
い
る
だ
け
の
一
般
倉
庫
は
、

該
当
し
ま
せ
ん
。

※
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い

て
も
、
建
築
後
一
定
の
年
数
が

経
過
し
た
倉
庫
の
評
価
額
は
変

わ
り
ま
せ
ん
。

　

該
当
す
る
倉
庫
用
建
物
に
つ
い

て
は
、
事
前
に
現
地
調
査
を
行
い

ま
す
の
で
、
所
有
し
て
い
る
人
は

本
庁
・
固
定
資
産
税
課
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
本
庁
・
固
定
資
産
税
課

固
定
資
産
税
係
（
内
線
１
１
５

１
）
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

償
却
資
産
申
告
の
ご
準
備
を
！


